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第１章　人と家のつながり　　1 原敬は坂本龍馬の孫弟子だった⁉

11
原
敬
は
坂
本
龍
馬
の
孫
弟
子
だ
っ
た
⁉

三
人
の
事
績

  「
原
敬
は
坂
本
龍
馬
の
孫
弟
子
」と
い
っ
た
ら
驚
か
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
二
人
の
間
に
陸
奥
宗
光
と
い
う
人
物

を
配
す
れ
ば
、
こ
の
表
現
は
ま
ん
ざ
ら
誤
り
と
も
い
い
き
れ
な
く
な
り
ま
す
。
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
以
下
説
明

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
前
に
一
応
三
人
の
事
績
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

【
坂
本
龍
馬
】 （
天
保
六・一
八
三
五
～
慶
応
三・一
八
六
七
年
、
図
１
）

　
幕
末
の
志
士
。
土
佐
藩
の
町
人
郷
士（
一
般
武
士
よ
り
は
身
分
が
低
い
）と
し
て
高

知
城
下
に
生
ま
れ
る
。
坂
本
家
は
城
下
の
豪
商
才さ

い

谷た
に

家
の
分
家
で
あ
る
。
は
じ
め
攘

夷
思
想
の
影
響
を
受
け
、
武た

け
ち市

瑞ず
い

山ざ
ん

の
土
佐
勤
王
党
に
参
加
し
た
が
、
後
に
脱
藩
し
た
。

そ
し
て
勝
海
舟
に
入
門
し
、
航
海
術
を
学
ぶ
一
方
で
そ
の
右
腕
と
し
て
東
奔
西
走
し

た
。
慶
応
元
年（
一
八
六
五
）、
薩
摩
藩
の
支
援
で
長
崎
に
亀
山
社
中（
後
に
土
佐
藩
に

属
し
海
援
隊
と
改
称
）を
結
成
、
海
運
に
従
事
し
つ
つ
薩
摩
藩
と
長
州
藩
の
提
携
を
促
し
、
翌
年
一
月
に
薩
長
同
盟
を
成
立
さ

せ
た
。
そ
し
て
雄
藩
大
名
た
ち
の
会
議
に
よ
る
政
治
を
行
う
べ
き
、
と
す
る
公
議
政
体
論
を
主
張
し
、
慶
応
三
年
十
月
の
大
政

奉
還
実
現
に
影
響
を
与
え
た
。
自
ら
は
新
政
府
へ
の
参
加
は
辞
退
し
た
が
、
幕
府
に
狙
わ
れ
、
十
一
月
十
五
日
、
京
都
の
近
江

屋
で
見
廻
組
の
襲
撃
を
受
け
、
陸
援
隊
の
中
岡
慎
太
郎
と
と
も
に
殺
害
さ
れ
た（
三
十
三
歳
）。

図 1　坂本龍馬

【
陸
奥
宗
光
】 （
弘
化
元
・
一
八
四
四
～
明
治
三
十・一
八
九
七
年
、
図
２
）

　

明
治
時
代
の
政
治
家
・
外
交
官
。
和
歌
山
藩
士
伊
達
宗む

ね

広ひ
ろ

の
子
と
し
て
生
ま
れ

る
。
幕
末
期
に
は
尊
王
攘
夷
運
動
に
参
加
、
亀
山
社
中
に
入
り
、
坂
本
龍
馬
を
支
え
る
。

維
新
後
、
新
政
府
に
入
り
、
租そ

税ぜ
い
の

頭か
み

と
し
て
地
租
改
正
の
実
施
に
あ
た
っ
た
。
明
治

七
年（
一
八
七
四
）元
老
院
議
官
と
な
る
も
、
土
佐
立
志
社
の
政
府
転
覆
計
画
に
関
与

し
た
と
し
て
、
同
十
一
年
免
官
と
な
り
、
五
年
間
山
形
や
宮
城
で
監
獄
生
活
を
送
る
。

出
獄
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
遊
学
し
た
後
、
同
十
九
年
に
外
務
省
へ
入
り
、
二
十
一
年
駐
米
公
使
。
二
十
三
年
帰
国
、
五
月
に
第

一
次
山
県
有
朋
内
閣
の
農
商
務
大
臣
と
な
る
。
七
月
、
第
一
回
衆
議
院
選
挙
で
和
歌
山
県
第
一
区
か
ら
立
候
補
し
て
当
選
、
閣

僚
中
唯
一
の
衆
議
院
議
員
と
な
る
。
二
十
五
年
八
月
、
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
で
外
務
大
臣
と
な
り
、
二
十
七
年
七
月
イ
ギ

リ
ス
と
通
商
航
海
条
約
を
締
結
し
、
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
と
関
税
自
主
権
の
一
部
回
復
に
成
功
し
た
。
ま
た
日
清
戦
争（
明
治

二
十
七・一
八
九
四
～
同
二
十
八・一
八
九
五
年
）前
後
の
外
交
に
あ
た
っ
た
が
、
激
務
か
ら
持
病
の
肺
結
核
が
悪
化
、
同
三
十

年（
一
八
九
七
）死
去
し
た（
五
十
四
歳
）。

【
原
敬
】 （
安
政
三・一
八
五
六
～
大
正
十・一
九
二
一
年
、
図
３
）

　
明
治
・
大
正
時
代
の
政
治
家
。
盛
岡
藩
上
級
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
る
。
明
治
八
年（
一
八
七
五
）、
分
家
し
た
際
に
自
ら
望

ん
で
平
民
身
分
を
取
得
し
た
。
司
法
省
法
学
校（
現
在
の
東
大
法
学
部
）に
入
学
し
た
が
、
仲
間
の
起
こ
し
た
事
件
の
責
任
を

と
る
形
で
退
学
、
新
聞
社
に
入
っ
て
評
論
活
動
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
注
目
し
た
井
上
馨か

お
る（

長
州
藩
出
身
の
政
治
家
）の
推
薦
に

よ
り
、
同
十
五
年（
一
八
八
二
）外
務
省
に
入
る
。
天
津
領
事
や
パ
リ
の
日
本
公
使
館
書
記
官
な
ど
を
つ
と
め
た
後
、
農
商
務

図 2　陸奥宗光
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省
に
移
る
。
こ
こ
で
大
臣
と
な
っ
た
陸
奥
宗
光
の
知
遇
を
得
、
二
十
五
年
陸
奥
が
第

二
次
伊
藤
内
閣
の
外
務
大
臣
に
な
る
と
、
原
も
同
省
に
戻
っ
て
陸
奥
を
支
え
た
。
明

治
三
十
年（
一
八
九
七
）陸
奥
が
病
没
す
る
と
、
原
は
官
僚
を
辞
め
大
阪
毎
日
新
聞
の

社
長
と
な
る
。
そ
の
後
、
伊
藤
を
総
裁
と
し
た
立
憲
政
友
会
の
結
成
に
尽
力
、
幹
事

長
と
な
り
、
さ
ら
に
同
三
十
三
年
第
四
次
伊
藤
内
閣
の
逓て

い

信し
ん

大
臣（
電
信
・
郵
便
事
業

や
海
運
業
を
統
轄
）と
し
て
初
入
閣
し
た
。
そ
の
後
、
西さ

い

園お
ん

寺じ

公き
ん

望も
ち

内
閣
の
内
相
を
経

て
大
正
三
年（
一
九
一
四
）に
は
政
友
会
総
裁
に
就
任
し
た
。
同
七
年
米
騒
動
に
よ
っ
て
寺
内
正ま

さ

毅た
け

内
閣
が
倒
れ
る
と
、
つ
い

に
後
継
首
相
と
な
り（
政
友
会
を
中
心
と
し
た
初
の
本
格
的
政
党
内
閣
）、「
平
民
宰
相
」と
呼
ば
れ
た
。
当
初
は
大
戦
景
気
を

背
景
に
強
力
に
政
策
を
推
進
し
た
が
、
後
に
戦
後
恐
慌
に
よ
る
財
政
悪
化
や
度
重
な
る
汚
職
事
件
、
高
圧
的
な
政
治
運
営
に
批

判
が
集
ま
り
、
人
気
は
次
第
に
衰
え
た
。
大
正
十
年
十
一
月
四
日
、
政
友
会
近
畿
大
会
出
席
の
た
め
に
向
か
っ
た
東
京
駅
で
暗

殺
さ
れ
た（
六
十
六
歳
）。

坂
本
龍
馬
と
陸
奥
宗
光
の
つ
な
が
り

出
会
い

　
二
人
の
出
会
い
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
定
か
な
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
坂
崎
斌さ

か
ん（

紫し

瀾ら
ん

、
明
治
時
代
の
政
治
記
者
）

図 3　原敬

は
、
文
久
三
年（
一
八
六
三
）に
龍
馬
が
、
当
時
京
都
の
粟
田
口
に
い
た
伊
達
宗
広（
陸
奥
の
父
。
和
歌
山
藩
重
臣
だ
っ
た
が
失

脚
。
学
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
）の
も
と
を
た
び
た
び
訪
ね
て
い
た
の
が
き
っ
か
け
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
陸
奥
本
人
は

そ
の
自
伝
の
中
で
、
龍
馬
が
陸
奥
の
才
を
認
め
て
神
戸
に
あ
る
勝
海
舟
の
塾
に
入
る
こ
と
を
勧
め
た
、
と
回
想
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
そ
の
勝
は
、
文
久
三
年
四
月
に
海
防
視
察
の
た
め
紀
州
を
訪
れ
た
際
、
藩
主
か
ら
の
依
頼
で
自
ら
の
塾
に
連
れ
て
帰
っ

た
二
十
五
名
の「
腕
白
者
」の
中
に
陸
奥
が
い
た（
当
時
二
十
五
歳
）、
と
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
話
を
総
合
す
る
と
、
陸
奥
は
文
久
三
年
に
勝
海
舟
の
塾
に
入
り
、
そ
こ
で
龍
馬
と
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測

さ
れ
ま
す
。

海
援
隊
に
お
け
る
陸
奥

　
そ
の
後
、
龍
馬
と
陸
奥
の
つ
な
が
り
は
ほ
と
ん
ど
た
ど
れ
な
く
な
り
ま
す
が
、
慶
応
二

年（
一
八
六
六
）十
月
の
時
点
で
は
、
二
人
を
含
む
土
佐
グ
ル
ー
プ
の
人
々
が
薩
摩
藩
か

ら
毎
月
三
両
二
分（
米
価
換
算
で
現
在
の
約
三
十
二
万
円
）を
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
前
年
、
龍
馬
は
長
崎
亀
山
を
拠
点
と
し
て
、
西
国
諸
藩
の
た
め
運
輸
・
貿
易
な
ど

を
周
旋
す
る
亀
山
社
中
を
組
織（
後
に
海
援
隊
と
称
す
）、
陸
奥
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ

て
い
ま
し
た（
図
４
）。
慶
応
三
年
三
月
ご
ろ
、
陸
奥
は
上
方
で
金
策
や
商
売
の
た
め
に
動

き
、
薩
摩
藩
の
重
役
と
交
渉
し
て
い
ま
す
。
七
月
に
は「
商
法
之
愚
案
」と
題
す
る
意
見
書

を
作
成
し
、
翌
月
龍
馬
に
提
出
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
西
洋
の
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト（
同

図 4　海援隊士としての龍馬（左から3人目）と陸奥（龍馬の右隣り）
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44
武
家
の
つ
な
が
り

名
前
や
地
域
、
一
族
間
の
つ
な
が
り

　
こ
こ
で
い
う
武
家
の
つ
な
が
り
と
は
、
中
世
に
お
い
て
、
あ
る
武
家
の
名
字
が
ま
っ
た
く
別
の
武
家
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ

る
と
い
う
名
前
の
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
名
字
の
地
と
は
異
な
る
地
域
に
本
拠
を
移
す
地
域
の
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
い
く
つ

か
の
地
域
に
分
か
れ
て
住
む
よ
う
に
な
っ
た
一
族
間
の
つ
な
が
り
、
な
ど
を
さ
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
特
に

有
名
な
五
氏
に
絞
っ
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

上
杉
氏
の
つ
な
が
り

二
つ
の
上
杉
氏

　
上
杉
氏
と
聞
く
と
、
ほ
と
ん
ど
の
方
は
す
ぐ
に
戦
国
武
将
上
杉
謙
信
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
少
し
詳
し

い
方
は
、
謙
信
の
養
子
で
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
に
仕
え
た
景
勝
、
あ
る
い
は
江
戸
後
期
の
名
君
で
あ
る
米
沢
藩
主
上
杉
治は

る

憲の
り

（
鷹よ

う

山ざ
ん

）を
ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
本
来
の
上
杉
氏
は
別
に
存
在
し
、
謙
信
は
そ
の
家
来
筋
に
あ
た
る
武
家
の

出
身
で
、
後
述
す
る
事
情
に
よ
り
上
杉
氏
の
名み

ょ
う

跡せ
き

を
継
い
だ
人
物
だ
っ
た
の
で
す
。

本
来
の
？　
上
杉
氏

　

も
と
も
と
の
上
杉
氏
は
武
家
で
は
な
く
、
藤
原
北
家
＊
１
の
流
れ
を
く
む

勧か

 じ
ゅ
う

 じ

修
寺
家
庶
流
の
中
級
公
家
で
し
た
。
不
比
等
か
ら
十
八
代
目
に
あ
た
る
重
房

（
図
20
）が
建
長
四
年（
一
二
五
二
）、
初
の
宮
将
軍
と
な
る
宗む

ね

尊た
か

親
王
に
従
っ
て

鎌
倉
へ
下
向
し（
実
際
に
は
親
王
に
同
行
し
た
源
通み

ち

親ち
か
＊
２
の
娘
、
西に

し
の
お
ん
か
た

御
方
の
介

添
え
だ
っ
た
と
判
断
で
き
る
史
料
が
あ
る
）、
そ
の
ま
ま
同
地
に
と
ど
ま
り
ま
し

た
。
そ
し
て
こ
の
時
の
功
労
に
よ
り
賜
っ
た
丹
波
国
何い

か

鹿る
が

郡
上
杉
荘（
京
都
府
綾

部
市
）に
ち
な
ん
で
、
上
杉
氏
と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
ま
も
な
く
重
房
の
娘
が
、
幕
府
の
有
力
御
家
人
だ
っ
た
足
利
家
に
仕
え
、
尊

氏
の
祖
父
に
あ
た
る
家
時
を
生
み
ま
し
た
。
ま
た
家
時
の
子
、
貞
氏
が
側
室
と

し
た
清
子（
重
房
の
孫
）は
、
尊
氏
や
直
義
の
母
親
で
す
。
す
な
わ
ち
上
杉
氏
は
、
鎌
倉
下
向
後
ま
も
な
く
足
利
氏
の
家
臣
と

な
り
、
し
か
も
姻
戚
と
い
う
特
別
な
地
位
を
得
た
の
で
す
。

　
足
利
尊
氏（
は
じ
め
高
氏
）が
他
の
諸
勢
力
と
と
も
に
鎌
倉
幕
府
を
倒
し
、
続
い
て
後
醍
醐
天
皇
を
中
心
と
す
る
建
武
政
権

か
ら
離
反
し
て
室
町
幕
府
を
開
く
と
、
上
杉
氏
は
そ
の
重
臣
と
し
て
活
躍
し
ま
す
。
特
に
関
東
に
お
い
て
鎌
倉
府（
幕
府
が
関

東
を
統
治
す
る
た
め
鎌
倉
に
設
置
し
た
機
関
で
、
公
方
は
尊
氏
の
庶
子
基
氏
を
初
代
と
す
る
足
利
氏
）の
執
事
、
後
に
は
関
東

管
領（
鎌
倉
府
の
ナ
ン
バ
ー
２
）と
し
て
、
あ
る
い
は
越
後
、
上
野
、
武
蔵
、
伊
豆
な
ど
の
守
護
と
し
て
足
利
氏
を
支
え
ま
し
た
。

　
上
杉
氏
は
、
や
が
て
複
数
の
家
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
鎌
倉
に
屋
敷
を
構
え
た
地
名
を
と
っ
て
山や

ま
の
う
ち内

、
扇お

う
ぎ

谷が
や
つ、

犬い
ぬ

懸か
け

、
宅

間
家
と
称
し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
宅
間
家
は
ま
も
な
く
衰
退
し
、
犬
懸
家
も
十
五
世
紀
初
め
の
上
杉
禅
秀
の
乱
＊
３
で
滅
亡
、
そ 図 20　上杉重房木造 （明月院所蔵）



059 058

第１章　人と家のつながり　　4 武家のつながり

の
後
は
扇
谷
家
が
台
頭
し
て
宗
家
で
あ
る
山
内
家
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
ま
た
南
北
朝
期
に
は
、
初
代
山
内
家
の
当
主
上
杉
憲の

り

顕あ
き

が
鎌
倉
府
執
事
や
関
東
管
領
と

し
て
権
勢
を
振
る
い
ま
す
が
、
そ
の
子
憲の

り

栄よ
し

に
始
ま
る
家
は
代
々
越
後
守
護
を
つ
と
め
た

の
で
、
越
後
上
杉
氏
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
代
官
を
長
尾
氏
と

い
い
、
こ
の
家
か
ら
や
が
て
上
杉
の
名
跡
を
継
ぐ
こ
と
と
な
る
景
虎（
上
杉
謙
信
）が
生
ま

れ
た
の
で
す（
図
21
）。

＊
１	

藤
原
不
比
等
の
次
男
房ふ

さ

前さ
き

に
始
ま
る
藤
原
四
家
の
一
つ
で
、
人
臣
初
の
摂
政
良
房
や
初
代
関
白
基
経
ら
を
輩
出
、
道
長

に
至
り
全
盛
期
を
迎
え
た
。

＊
２	

鎌
倉
初
期
の
公
卿
。
頼
朝
と
結
ん
で
摂
政
・
関
白
と
な
っ
た
九
条
兼
実
を
排
斥
し
、
朝
廷
内
の
実
権
を
握
り
幕
府
と
対

立
し
た
。

＊
３	

前
関
東
管
領
上
杉
禅
秀（
氏
憲
）が
鎌
倉
公
方
足
利
持
氏
に
対
し
て
起
こ
し
た
反
乱
。
一
時
鎌
倉
を
占
拠
し
た
が
、
幕

府
の
支
援
を
受
け
た
持
氏
に
よ
り
反
撃
さ
れ
、
自
害
し
た
。

長
尾
氏
と
は

　
で
は
こ
の
長
尾
氏
と
は
ど
の
よ
う
な
武
家
な
の
か
、
紹
介
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
確
実

な
史
料
が
な
く
異
説
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
長
尾
氏
は
桓
武
平
氏
良
兼
流
で
、
平

安
末
期
に
忠
通
と
い
う
人
物
の
子
、
景
村
が
相
模
国
鎌
倉
郡
長
尾
郷（
横
浜
市
戸
塚
区
）

を
根
拠
地
と
し
て
成
立
し
た
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
景
村
の
兄
弟
景
政
は
、
は

じ
め
鎌
倉
氏
を
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
そ
の
一
族
も
長
尾
氏
を
称
し
、
こ
の

家
が
鎌
倉
御
家
人
と
し
て
活
動
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
景
村
系
の
長
尾
友
景
は
承
久
元

（注）　　は養子関係を示す図 21　上杉氏略系図
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年（
一
二
一
九
）、
摂
家
将
軍
と
な
る
九
条
頼
経
の
供ぐ

奉ぶ

人に
ん

と
し
て
鎌
倉
に
下
向
し
、
ま
た
そ
の
子
景か

げ

熙ひ
ろ

は
宗
尊
親
王
下
向
の

際
、
既
に
述
べ
た
上
杉
重
房
の
介
添
え
と
し
て
、
や
は
り
鎌
倉
に
下
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
景
村
系

の
長
尾
氏
は
、
は
や
く
か
ら
京
都
に
住
み
、
し
か
も
鎌
倉
下
向
以
前
の
段
階
で
上
杉
氏
に
仕
え
て
い
た
可
能
性
が
高
く
な
り
ま

す
。
一
方
、鎌
倉
に
い
た
長
尾
氏
は
宝
治
合
戦
＊
１
で
三
浦
氏
に
従
っ
た
た
め
、ほ
と
ん
ど
滅
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
が
、生
き
残
っ

た
景か

げ

忠た
だ

と
い
う
人
物
が
景
村
系
の
長
尾
氏
の
家
督
を
継
ぎ
、
上
杉
氏
の
家
臣
と
な
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
以
上
の
話
は
あ
く
ま
で
も
諸
説
あ
る
中
の
一
部
で
あ
り
、
定
か
な
こ
と
は
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
が
、
南
北
朝
初
期

に
は
上
杉
憲
顕
の
越
後
守
護
代
と
し
て
長
尾
景
忠
と
い
う
人
物（
前
述
の
景
忠
と
は
年
代
的
に
あ
わ
な
い
）が
確
実
に
存
在
す

る
の
で
、
遅
く
と
も
鎌
倉
末
期
の
時
点
で
は
、
長
尾
氏
が
山
内
上
杉
氏
の
家
臣
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
室

町
期
に
入
る
と
、
上
杉
氏
の
発
展
に
と
も
な
い
長
尾
氏
も
越
後
の
他
、
上
野
や
武
蔵
、
伊
豆
の
守
護
代
、
さ
ら
に
は
山
内
家
の

家か

宰さ
い（

当
主
の
補
佐
役
）と
な
っ
て
勢
力
を
拡
大
し
、
鎌
倉
や
上
野
白
井（
群
馬
県
渋
川
市
）、
上
野
総
社（
同
前
橋
市
）、
越
後
、

足
利
な
ど
を
根
拠
地
と
す
る
家
に
分
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。

＊
１	

宝
治
元
年（
一
二
四
七
）、
有
力
御
家
人
三
浦
氏
が
執
権
北
条
時
頼
に
滅
ぼ
さ
れ
た
事
件
。
こ
れ
に
よ
り
北
条
氏
の
専
制
体
制
へ
の
道
が
開
か
れ
た
。

越
後
長
尾
氏

　
こ
の
う
ち
越
後
長
尾
氏
は
、
府
中
や
古こ

志し

郡（
い
ず
れ
も
新
潟
県
上
越
市
）、
上
田
荘（
同
南
魚
沼
市
）な
ど
、
国
内
各
地
に

一
族
が
ひ
ろ
が
り
、
統
治
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
正
守
護
上
杉
氏
は
こ
の
こ
と
を
危
険
視
す
る
よ
う
に
な
り
、
景

虎
の
父
為
景
の
時
、
つ
い
に
両
者
は
戦
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。
永
正
四
年（
一
五
○
七
）、
為
景
は
府
中
で
主
君
上
杉
房ふ

さ

能よ
し

を

討
ち
、
以
後
越
後
は
内
乱
状
態
と
な
り
ま
し
た
。
国
内
の
反
対
勢
力
を
抑
え
る
た
め
に
も
、
為
景
は
房
能
と
同
じ
上
杉
一
族
の


